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税
証
明
書
様
式
の

一
部
廃
止
・
変
更

□

時
令
和
６
年
１
月
４
日
㈭
か
ら

□内
廃
止
と
な
る
証
明
書
は
、
❶
課
税

証
明
書
❷
固
定
資
産
課
税
台
帳
記
載

事
項
証
明
書
❸
資
産
証
明
書
で
す
。

ま
た
、
一
部
の
証
明
書
で
様
式
が
変

更
に
な
り
ま
す
。
代
わ
り
に
発
行
で

き
る
証
明
書
の
相
談
や
変
更
内
容
な

ど
、
詳
し
く
は
市
HP
を

ご
確
認
い
た
だ
く
か
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

□問
市
民
税
課
□電
525
―
３
７
１
３

令
和
６
年
度（
令
和
５
年
分
）

給
与
支
払
報
告
書
の
提
出

□内
事
業
主
（
給
与
の
支
払
者
）
は
、

従
業
員
（
受
給
者
）
へ
源
泉
徴
収
票

を
交
付
す
る
と
と
も
に
、
市
に
給
与

支
払
報
告
書
（
個
人
別
明
細
書
）
の

提
出
が
必
要
で
す
。

提
出
が
必
要
な
事
業
主
／
令
和
６
年

１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
住
所
が
あ

る
従
業
員
（
受
給
者
）
に
給
与
を
支

払
っ
た
事
業
主

提
出
期
限
／
令
和
６
年
１
月
31
日
㈬

※
期
限
間
際
は
窓
口
が
大
変
混
雑
し

ま
す
の
で
、
令
和
６
年
１
月
15
日
㈪

頃
ま
で
に
郵
送
で
の
提
出
に
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

※
総
括
表
は
本
市
の
様
式
を
お
使
い

く
だ
さ
い
。
総
括
表
の
様

式
・
記
載
方
法
は
、
市

HP
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

□問
市
民
税
課
□電
525
―
３
７
９
１

福
　
　
祉

障
が
い
者
向
け
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
教
室�

無
料

□時
12
月
13
・
16
日
午
後
４
～
６
時

□場
腰
の
浜
会
館　
□内
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
の
基
本
操
作
や
ウ
ェ
ブ
の
閲
覧
方

法
、
デ
ジ
タ
ル
障
害
者
手
帳
ア
プ
リ

「
ミ
ラ
イ
ロ
ID
」
の
登
録
方
法
な
ど

を
学
び
ま
す
。　
□講
コ
ネ
ク
シ
オ
㈱

□対
市
内
在
住
で
障
害
者
手
帳
を
お
持

ち
の
方　
□定
各
回
８
人
（
先
着
順
）

□持
普
段
お
使
い
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

□申
12
月
12
日
㈫
ま
で
に
、
電
話
ま
た

は
❶
希
望
日
❷
住
所
❸
氏
名
❹
生
年

月
日
❺
電
話
番
号
を
明
記
の
上
、

フ
ァ
ク
ス
で

□問
障
が
い
福
祉
課
□電
525
―
３
７
４
８

□フ
533
―
５
２
６
３

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら

事
業
者
に
よ
る

合
理
的
配
慮
が
義
務
化

□内
障
害
者
差
別
解
消
法
の
改
正
に
よ

り
、
民
間
事
業
者
に
よ
る
障
が
い
の

あ
る
人
へ
の
合
理
的
配
慮
の
提
供
が

義
務
化
さ
れ
ま
す
。

【
合
理
的
配
慮
の
具
体
例
】

●�

意
思
を
伝
え
合
う
た
め
に
、
絵
や

写
真
の
カ
ー
ド
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端

末
な
ど
を
使
う
。

●�

段
差
が
あ
る
場
合
、
車
い
す
利
用

者
の
た
め
に
、
ス
ロ
ー
プ
な
ど
を

使
っ
て
補
助
す
る
。

●�

障
が
い
の
あ
る
人
か
ら
代
筆
を
頼

ま
れ
た
場
合
、
代
筆
が
問
題
な
い

書
類
は
、
そ
の
人
の
意
思
を
十
分

に
確
認
し
な
が
ら
代
わ
り
に
書
く
。

※
詳
し
く
は
、
内
閣
府

HP
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□問
障
が
い
福
祉
課

□電
525
―
３
７
４
８

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
を

配
布
し
て
い
ま
す�

無
料

□内
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
は
、
外
見
か
ら
分

か
ら
な
く
て
も
援
助
や
配
慮
を
必
要

と
し
て
い
る
こ
と
を
、
周
囲
に
知
ら

せ
る
マ
ー
ク
で
す
。
障
が
い
福
祉
課
、

長
寿
福
祉
課
、
保
健
所
保
健
予
防
課
、

各
支
所
・
出
張
所
で
配
布
し
て
い
ま

す
。

□対
義
足
や
人
工
関
節
、
内
部
障
が
い
、

妊
娠
初
期
の
方
な
ど
援

助
や
配
慮
を
必
要
と
す

る
方

□問
障
が
い
福
祉
課
□電
525
―
３
７
４
８

子
育
て

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
・

え
が
お
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

□時
月
～
金
曜
日
（
祝
日
・
12
月
29
日

～
令
和
６
年
１
月
３
日
を
除
く
）
午

前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

□場
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー　
□内
専
門
ス

タ
ッ
フ
が
妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
に

関
す
る
相
談
に
応
じ
、
必
要
な
サ
ー

ビ
ス
に
つ
な
ぐ
な
ど
、
切
れ
目
の
な

い
支
援
を
行
い
ま
す
。

□問
妊
娠
・
出
産
・
子
育
て
に
関
す
る

こ
と
□電
525
―
７
６
７
１

子
ど
も
・
家
庭
に
関
す
る
こ
と

□電
525
―
３
７
８
０

こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
訪
問

□内
保
健
師
・
助
産
師
に
よ
る
え
が
お

赤
ち
ゃ
ん
訪
問
の
後
に
、
地
域
の
子

育
て
経
験
者
で
市
の
委
嘱
を
受
け
た

「
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
応
援
隊
」

が
訪
問
し
、
地
域
の
子
育
て
情
報
な

ど
を
お
届
け
し
ま
す
。

□問
保
健
所
健
康
推
進
課

□電
572
―
３
１
２
０

フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト

セ
ン
タ
ー
事
業
説
明
会

□時
12
月
５
日
㈫
午
前
10
時　
□場
市
民

会
館　
□内
❶
子
育
て
の
援
助
を
受
け

た
い
方
と
行
い
た
い
方
の
募
集
❷
病

児
・
病
後
児
預
か
り
の
事
業
説
明
会

※
託
児
あ
り
（
要
予
約
）。

□申
電
話
で

□問
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

□電
526
―
０
６
１
２

健
　
　
康

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
は
12
月
28
日
㈭
ま
で

□場
市
登
録
医
療
機
関

□内
接
種
を
希
望
す
る
方
は
、
お
早
め

に
市
登
録
医
療
機
関
へ
ご
予
約
く
だ

さ
い
。

□対
市
内
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
❶
接
種
当

日
65
歳
以
上
❷
接
種
当
日
60
～
64
歳

で
、
心
臓
・
腎
臓
・
呼
吸
器
の
機
能

ま
た
は
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に

よ
る
免
疫
機
能
の
障
が
い
に
よ
り
、

身
体
障
害
者
手
帳
１
級

□料
１
４
０
０
円
（
生
活
保
護
受
給
中

の
方
は
無
料
）

※
助
成
は
実
施
期
間
内
に
１
回
の
み
。

□持
保
険
証
な
ど
住
所
・
氏
名
・
生
年

月
日
が
確
認
で
き
る
も
の
。
❷
の
方

は
身
体
障
害
者
手
帳
、
生
活
保
護
受

給
中
の
方
は
生
活
保
護
受
給
証
明
書

ま
た
は
保
護
決
定
通
知
書
。

□問
保
健
所
保
健
予
防
課

□電
572
―
３
１
５
２

指
定
難
病
医
療
費
受
給
者
証
の

更
新
申
請
は
12
月
28
日
㈭
ま
で

□内
申
請
が
お
済
み
で
な
い
方
は
お
早

め
に
お
手
続
き
く
だ
さ
い
。
詳
し
く

は
郵
送
さ
れ
た
更
新
申
請
案
内
を
ご

確
認
い
た
だ
く
か
、
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

※
申
請
が
な
い
場
合
、
受
給
資
格
が

12
月
31
日
㈰
で
喪
失
し
ま
す
。

□問
保
健
所
保
健
予
防
課

□電
573
―
４
３
８
４

今
年
度
の
乳
が
ん
・
子
宮
頸

が
ん
検
診
は
12
月
末
ま
で

□内
最
終
月
は
希
望
す
る
医
療
機
関
で

の
予
約
が
取
り
に
く
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。ま
た
、各
が
ん
検
診
な
ど
で
「
要

精
密
検
査
」と
判
定
さ
れ
た
方
は
、必

ず
医
療
機
関
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

□持
市
民
検
診
受
診
券
、保
険
証
な
ど

□申
各
医
療
機
関
に
直
接

□問
保
健
所
保
健
予
防
課

□電
525
―
７
６
８
０

高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種

（
定
期
予
防
接
種
）

時
令
和
６
年
３
月
31
日
㈰
ま
で

場
市
登
録
医
療
機
関（
通
知
書
に
同
封
）

内
今
年
度
対
象
の
方
に
は
、
４
月
に

個
別
通
知
し
て
い
ま
す
。
接
種
を
希

望
す
る
方
は
、
市
登
録
医
療
機
関
に

ご
予
約
く
だ
さ
い
。

※
未
接
種
の
方
に
限
り
１
回
の
み
。

自
費
で
接
種
し
た
も
の
も
含
め
、
接

種
歴
の
あ
る
方
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
詳
し
く
は
通
知
書
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
保
健
所
保
健
予
防
課

572
―
３
１
５
２

〈４カ月児健康診査・10カ月児健康診査〉
　個別健診で実施しています。「すこやか手帳」をご覧になり、登録医療機関に予約の上、受診してください。
　転入の方、診査票を紛失した方は、登録医療機関またはこども家庭課へお問い合わせください。
※10カ月児健診の診査票の有効期間は、１歳の誕生日前日までです。
〈１歳６カ月児健康診査・３歳児健康診査〉
　個別に通知をしています。内容などをご確認の上、お越しください。
※登録医療機関、日程、持ち物など、詳しくは市HPをご覧ください。
※ブックスタート・ブックステップ事業については、市立図書館（電531−6551）へお問い合わせください。

各記事に掲載のQRコードから、申し込み方法など詳しい情報がご覧いただけます。

　介護マークは、介護をする方が誤解や
偏見を受けないように、介護中であるこ
とを周囲に知らせるマークです。
対高齢者、障がい児・者、指定難病や小
児慢性特定疾病などにより介護を必要と
する方の介護者
※要介護者・介護者のいずれかが市内に
住所を有していること。
申長寿福祉課、障がい福祉課、保健所保
健予防課、こども家庭課、各支所、茂庭
出張所の窓口で

問長寿福祉課　電529−5064

No.0000福島市

こんなときに活用してください。
〇トイレに付き添うとき　
〇男性介護者が女性用下着などを購入
するとき

介護マークを
ご活用ください 無料

（赤地に白表示）

12月は年末納税推進強化月間です
　行政サービスの提供には、市
税・国民健康保険税などの適切
な納付による財源確保が必要で
す。市では納期内に納付した方
との公平性を保つため、相談が
なく納付をしない場合は、預
金・給与・売掛金・不動産など
の財産の差し押さえや、公売な
どの滞納処分を行います。納期
内の納付をお願いします。

問納税課　電573−4072

■滞納処分の基本的な流れ

※換価…税金に充てるため、財産を金銭に換えること

①

納
期
限
を
過
ぎ
未
納

②

督
促
状
　
発
送

④

財
産
差
し
押
さ
え

③
催告書 など
� 文書発送

財産調査
　「預金」「給与」
　「売掛金」
　「不動産」など

⑤
不
動
産
な
ど
の
物
件
の
公
売
、

預
金
・
債
権
の
換かん
か価
※

納付できない事情
がある方は必ずご
相談ください


